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調停では、お子さんの福祉に配慮し
た解決を目指します。そのために、
調停委員会（裁判官と調停委員）が
お父さんお母さんにお子さんの状況
などをおうかがいすることがありま
す。また、必要に応じて、心理学な
どの行動科学等の専門的知見を有す
る家庭裁判所調査官が、お子さんに
直接会って気持ちを聴いたりするこ
ともあります。
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　離婚や面会交流をめぐる調停手続
に向けて、父と母として子どものため
に配慮したい事項を、映像と音声で分
かりやすく説明しています。

https://www.courts.go.jp/
※トップページの『動画配信』からアクセスできます。

　父母が子どもに関する話し合いを
行うときに心がけたい事項について、
映像と音声で分かりやすく説明してい
ます。

「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」
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